
 

 

 １か月単位の変形労働時間制の規定例は，以下のとおりです。 

１．特定型 

（変形労働時間制） 

第○条 所定労働時間は，次に定める１か月単位の変形労働時間制によるものとす

る。 

毎月１日から１１日：始業時刻午前○時，終業時刻午後○時，休憩時間午後○時か

ら○時間 

毎月１２日から２４日：始業時刻午前○時，終業時刻午後○時，休憩時間正午から

○時間 

毎月２５日から末日：始業時刻午前○時，終業時刻午後○時，休憩時間正午から○

時間 

２ 休日は土曜日及び日曜日とする。 

３ 第１項の変形労働時間制の起算日は毎月１日とする。 

２．指定型 

（変形労働時間制） 

第○条 所定労働時間は，毎月１日を起算日とする１か月単位の変形労働時間制に

より，１か月を平均して１週間あたり４０時間を超えないものとする。 

２ １日の所定労働時間は○時間とする。 

３ 始業及び終業時刻は，次のいずれかとする。 

 Ａ：始業時刻○時，終業時刻○時，休憩時間○時～○時 

 Ｂ：始業時刻○時，終業時刻○時，休憩時間○時～○時 

 Ｃ：始業時刻○時，終業時刻○時，休憩時間○時～○時 

 Ｄ：始業時刻○時，終業時刻○時，休憩時間○時～○時 

４ 休日は，１か月に７日付与する。 

５ 各日における日別の勤務形態は，変形期間の１週間前までにスケジュール表に

Ｑ639．１か月単位の変形労働時間制の規定例を教えてください。 



 

個人別に設定し，社員へ通知する。 

６ 前項のスケジュール表で設定された勤務時間は，事故，災害（その他労働者が

予測できる程度の具体的な事由）が生じた場合には，事前に通知したうえで変更す

ることがある。 
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